
失
わ
れ
た
16
年
と
特
定
療
養

保険で良い歯科を求めて

過去

未来
現在現在

③・

・
宇
佐
美
宏
保
団
連
歯
科
代
表
に
聞
く

―
―
歯
科
の
１
９
８
０
年
代

は
ど
の
よ
う
な
時
代
だ
っ
た

か
。

　

80
年
以
降
、
政
府
は
「
臨

調
行
革
」
の
下
で
診
療
報
酬

に
新
た
な
財
源
を
設
け
ず
、

薬
価
引
き
下
げ
分
を
技
術
料

に
振
り
替
え
る
こ
と
な
ど
で

対
応
す
る
路
線
を
敷
い
た
。

そ
の
な
か
で
歯
科
は
蚊
帳
の

外
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
を
境

に
診
療
報
酬
改
定
の
た
び
に

医
科
改
定
率
と
の
格
差
が
生

じ
、「
歯
科
の
失
わ
れ
た
16

年
」
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
間

の
改
定
率
を
累
積
す
る
と
、

医
科
48
・
９
㌽
、
歯
科
23
・
４

㌽
に
な
る
。
歯
科
改
定
率
は

医
科
の
半
分
以
下
と
い
う
非

常
に
厳
し
い
時
代
だ
っ
た
。

―
―
当
時
、
導
入
さ
れ
た
特

定
療
養
費
制
度
（
特
療
）
の

問
題
点
は
。

　

83
年
、
当
時
の
林
義
郎
厚

生
相
が
「
今
後
の
医
療
政
策

―
―
視
点
と
方
向
」
を
発

表
。
給
付
す
る
医
療
の
基
準

を
決
め
て
、
そ
れ
以
上
は
公

的
保
険
か
ら
給
付
し
な
い
と

い
う
考
え
を
示
し
た
。
こ
の

提
起
に
基
づ
き
、
政
府
は
84

年
に
健
康
保
険
法
を
改
悪
。

健
保
本
人
負
担
の
原
則
２
割

化
と
共
に
特
療
を
導
入
し
、

混
合
診
療
を
法
的
に
認
知
し

た
。

　

歯
科
分
野
で
特
療
に
指
定

さ
れ
た
の
は
、
前
歯
部
の
鋳

造
冠
修
復
や
歯
冠
継
続
歯
に

使
用
す
る
金
合
金
ま
た
は
白

金
加
金
だ
。
金
パ
ラ
の
価
格

分
は
保
険
で
給
付
し
、
残
り

の
材
料
差
額
を
患
者
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
保

険
給
付
の
拡
大
を
抑
え
、
歯

科
の
低
診
療
報
酬
を
温
存
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

国
民
負
担
増
の
路
線
が
強

ま
る
中
で
、「
保
険
で
良
い

入
れ
歯
を
」
の
運
動
が
全
国

的
に
拡
大
す
る
。
厚
生
省
は

運
動
を
逆
手
に
と
り
、「
国

民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
」
と

し
て
94
年
に
金
属
床
総
義
歯

を
特
療
に
組
み
入
れ
た
。
単

な
る
材
料
差
額
と
は
異
な

り
、
各
医
院
の
金
属
床
総
義

歯
の
価
格
か
ら
保
険
総
義
歯

の
給
付
費
を
差
し
引
き
、
残

り
を
患
者
か
ら
徴
収
す
る
形

を
と
っ
た
。

　

金
属
床
総
義
歯
の
特
療
化

は
、
70
年
代
に
歯
科
界
を
揺

る
が
し
た
「
技
術
料
差
額
」

の
法
制
化
と
い
え
る
。
背
景

に
は
、
治
療
費
の
高
い
歯
科

補
綴
の
給
付
範
囲
を
制
限

し
、
保
険
か
ら
締
め
出
そ
う

と
い
う
政
府
の
思
惑
が
付
き

ま
と
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
日
歯
は
93
年
の

代
議
員
会
で
特
療
の
活
用
に

つ
い
て
合
意
。
政
府
の
特
療

拡
大
政
策
を
受
け
入
れ
た
。

患
者
負
担
の
増
大
で
低
診
療

報
酬
を
打
開
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　

現
在
の
歯
科
の
困
窮
状
態

は
、
保
険
診
療
と
自
由
診
療

の
２
本
立
て
を
続
け
て
き
た

こ
と
が
大
き
な
原
因
だ
。
保

険
と
自
費
で
経
営
を
成
り
立

た
せ
る
「
ト
ー
タ
ル
バ
ラ
ン

ス
」
論
と
い
う
口
実
を
厚
労

省
に
与
え
、
低
診
療
報
酬
が

正
当
化
さ
れ
て
き
た
か
ら

だ
。
自
由
診
療
や
混
合
診
療

に
活
路
は
な
い
。
こ
の
こ
と

を
私
た
ち
は
肝
に
銘
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
つ
づ
く
）

☞特定療養費制度
　国が定めた一部の自由診療に
限って保険診療との組み合わせ
を認める制度で、①厚生相が定
める療養の差額徴収②高度先進
医療――の二つのカテゴリーが
ある。①は患者が特別なサービ
スや治療材料を選択した場合、
保険診療との差額分を患者から
徴収する。入院時の差額ベッド
など。②は特定承認保険医療機
関で受ける高度先進医療が対
象。現在は保険外併用療養費制
度に改変。


